
○共同生活援助サービス費の報酬算定構造（案）

注

(1)　区分６ ( 645単位 )

(2)　区分５ ( 528単位 )

(3)　区分４ ( 449単位 )

(4)　区分３ ( 383単位 )

(5)　区分２ ( 294単位 )

(6)　区分１以下 ( 257単位 )

(1)　区分６ ( 594単位 )

(2)　区分５ ( 477単位 )

(3)　区分４ ( 398単位 )

(4)　区分３ ( 332単位 )

(5)　区分２ ( 243単位 )

(6)　区分１以下 ( 211単位 )

(1)　区分６ ( 561単位 )

(2)　区分５ ( 444単位 )

(3)　区分４ ( 365単位 )

(4)　区分３ ( 299単位 )

(5)　区分２ ( 210単位 )

(6)　区分１以下 ( 181単位 )

(1)　区分６ ( 675単位 )

(2)　区分５ ( 558単位 )

(3)　区分４ ( 479単位 )

(4)　区分３ ( 413単位 )

(5)　区分２ ( 324単位 )

(6)　区分１以下 ( 287単位 )
ホ　経過的居宅介護利用型共同生活援助サービス費 ( 142単位 )

(1)　区分６ ( 434単位 )

(2)　区分５ ( 388単位 )

(3)　区分４ ( 356単位 )

(1)　区分６ ( 383単位 )

(2)　区分５ ( 337単位 )

(3)　区分４ ( 305単位 )

(1)　区分６ ( 350単位 )

(2)　区分５ ( 304単位 )

(3)　区分４ ( 272単位 )

イ　外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ)

（４：１） ( 257単位 )

ロ　外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) 　

（５：１） ( 211単位 )

ハ　外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 　

（６：１） ( 181単位 )

ニ　外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅳ) 　

（１０：１） ( 120単位 )

ホ　外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅴ） 　

（体験利用） ( 287単位 )

イ　福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) ( １日につき7単位を加算 )

ロ　福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) ( １日につき4単位を加算 )

（１）夜間支援対象利用者４人以下 ( １日につき336単位を加算 )
（２）夜間支援対象利用者５人 ( １日につき269単位を加算 )
（３）夜間支援対象利用者６人 ( １日につき224単位を加算 )
（４）夜間支援対象利用者７人 ( １日につき192単位を加算 )
（５）夜間支援対象利用者８人～１０人 ( １日につき149単位を加算 )
（６）夜間支援対象利用者１１人～１３人 ( １日につき112単位を加算 )
（７）夜間支援対象利用者１４人～１６人 ( １日につき90単位を加算 )
（８）夜間支援対象利用者１７人～２０人 ( １日につき75単位を加算 )
（９）夜間支援対象利用者２１人以上３０人以下 ( １日につき54単位を加算 )
（１）夜間支援対象利用者４人以下 ( １日につき112単位を加算 )
（２）夜間支援対象利用者５人 ( １日につき90単位を加算 )
（３）夜間支援対象利用者６人 ( １日につき75単位を加算 )
（４）夜間支援対象利用者７人 ( １日につき64単位を加算 )
（５）夜間支援対象利用者８人～１０人 ( １日につき50単位を加算 )
（６）夜間支援対象利用者１１人～１３人 ( １日につき37単位を加算 )
（７）夜間支援対象利用者１４人～１６人 ( １日につき30単位を加算 )
（８）夜間支援対象利用者１７人～２０人 ( １日につき25単位を加算 )
（９）夜間支援対象利用者２１人以上３０人以下 ( １日につき18単位を加算 )

ハ　夜間支援等体制加算（Ⅲ） ( １日につき10単位を加算 )

重度障害者支援加算 ( １日につき45単位を加算 )

（１）日中支援対象利用者１人 ( １日につき539単位を加算 )
（２）日中支援対象利用者２人以上 ( １日につき270単位を加算 )

イ　区分４、５、６ ( １日につき539単位を加算 )
ロ　区分３以下 ( １日につき270単位を加算 )
イ　区分４、５、６ ( １日につき270単位を加算 )
ロ　区分３以下 ( １日につき135単位を加算 )

自立生活支援加算 ( 入居中１回、退居後１回を限度として、500単位を加算 )

イ　入院期間が３日以上７日未満 ( １回につき561単位を加算 )

ロ　入院期間が７日以上　　　　 ( １回につき1,122単位を加算 )

イ　外泊期間が３日以上７日未満 ( １回につき187単位を加算 )

ロ　外泊期間が７日以上　 ( １回につき374単位を加算 )

( １日につき122単位を加算 )

( １日につき76単位を加算 )

長期帰宅時支援加算 ( １日につき40単位を加算 )

( １日につき25単位を加算 )

イ　医療連携体制加算（Ⅰ） ( １日につき500単位を加算 )
ロ　医療連携体制加算（Ⅱ） ( １日につき250単位を加算 )

ハ　医療連携体制加算（Ⅲ） ( １日につき500単位を加算 )

ニ　医療連携体制加算（Ⅳ） ( １日につき100単位を加算 )

ホ　医療連携体制加算（Ⅴ） ( １日につき39単位を加算 )

地域生活移行個別支援特別加算 ( １日につき670単位を加算 )

通勤者生活支援加算 ( １日につき18単位を加算 )

( １月につき　＋所定単位×30／1000 )

( １月につき　＋所定単位×69／1000 )

ロ　福祉・介護職員
処遇改善加算（Ⅱ）

（１月につき　＋イの90／100）

ハ　福祉・介護職員
処遇改善加算（Ⅲ）

（１月につき　＋イの80／100）

( １月につき　＋所定単位×10／1000 )

( １月につき　＋所定単位×23／1000 )

（１）指定共同生活援助事業所の場合

×７０／１００ ×95／100

　・受託居宅介護サービス費
　　イ　所要時間15分未満の場合　　99単位
　　ロ　所要時間15分以上30分未満の場合　　199単位
　　ハ　所要時間30分以上1時間30分未満の場合　　271単
　　　　　　位に所要時間30分から計算して所要時間15分を
　　　　　　増すごとに90単位を加算した単位数
　　ニ　所要時間1時間30分以上の場合　　580単位に所要
　　　　　　時間1時間30分から計算して所要時間15分を増す
　　　　　　ごとに37単位を加算した単位数

入居定員が
8人以上

×90／100

入居定員が
21人以上
×87／100

ロ　外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経
過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の場合

福祉・介護職員処遇改善特別加算
注１　所定単位は、基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算・福
祉・介護職員処遇改善特別加算を除く）を算定した単位数の合計
注２　福祉・介護職員処遇改善加算と選択することとし、併給不可

（２）外部サービス利用型指定共同生
活援助事業所の場合

注１　所定単位は、基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算・福
祉・介護職員処遇改善特別加算を除く）を算定した単位数の合計
注２　福祉・介護職員処遇改善特別加算と選択することとし、併給不可

（２）外部サービス利用型指定共同生
活援助事業所の場合

ロ　日中支
援加算
（Ⅱ）

（１）日中支援対象
利用者１人

（２）日中支援対象
利用者２人以上

福祉専門職員配置等加
算

夜間支援等
体制加算

外部サービス利用型
共同生活援助計画が
作成されていない場合

委託先である指定居宅介護事業者により受託居宅介護
サービスが行われる場合

医療連携体制加算

福祉・介護職員処遇改善
加算

イ　福祉・介護職員
処遇改善加算（Ⅰ）

（１）指定共同生活援助事業所の場合

入院時支援特別加算
(月１回を限度)

帰宅時支援加算
(月１回を限度)

イ　指定共同生活援助事業所の場合

長期入院時支援特別加
算

イ　指定共同生活援助事業所の場合

ロ　外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経
過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の場合

日中支援加
算

イ　日中支
援加算
（Ⅰ）

イ　夜間支
援等体制
加算（Ⅰ）

ロ　夜間支
援等体制
加算（Ⅱ）

注

基本部分

大規模住居等減算

イ　共同生活援助サービス費（Ⅰ）

入居定員が
8人以上
×95/100

入居定員が
21人以上
×93/100

一体的な運営が行わ
れている共同生活住
居（サテライト型住居

を含む）の入居定員の
合計数が21人以上

×95/100

×70／100

×95／100

（４：１）

ロ　共同生活援助サービス費（Ⅱ）

（５：１）

ハ　共同生活援助サービス費（Ⅲ）

（６：１）

へ　個人単
位で居宅介
護等を利用
する場合（特
例）

世話人配置４：１の場合

×95／100世話人配置５：１の場合

世話人配置６：１の場合

注

世話人、生活支援員
又はサービス管理責
任者の員数が基準に
満たない場合

共同生活援助計画が
作成されていない場合

ニ　共同生活援助サービス費（Ⅳ）

（体験利用）

資料２ 平成２６年２月１８日（火）

グループホームとケアホームの
一元化に伴う事業者説明会


